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1. はじめに 

2024年 4月、矢野経済研究所は、2023年度の次世代デュ

アルユースのアイテム・技術市場は 57億円の見込みであり、

2040 年度には 1507 億円まで拡大するとの調査結果を発表

した[1]。2024 年には、防衛相が日本版 DARPAとも呼ばれ

る「イノベーション研究所」を設立予定であり、今後デュ

アルユース技術が急速に拡大することが想定される。その

ような状況下で、日本は、2022 年に成立した経済安全保障

推進法をはじめ、各種法的枠組を構築し、デュアルユース

技術の発展と安全保障の保護の両立を図ることになる。本

稿では、デュアルユース技術のうちリモートセンシング技

術に焦点を絞り、今後の進展とそれに対する法的枠組のあ

り方を考察する。 

2. リモートセンシング技術のデュアルユース性と
今後について 

リモートセンシング技術により得られたデータは、現に

農林業、気象、災害対応、物流・交通、海洋管理等様々な

産業分野に利用されている[2]他、軍事分野でも活用される。

ロシアがウクライナに軍事侵攻した際、ウクライナは日本

に対し、ロシア軍の動向把握のため、リモートセンシング

の一種である合成開口レーダー（SAR）を搭載した衛星の

データを求めた[3]。また、防衛省は、リモートセンシング

技術を用いて宇宙領域を活用した常時継続的な目標情報の

探知・追尾をできるよう、2027 年度までに衛星コンステレ

ーションの構築を目指している[4]。 

今後、リモートセンシング技術については、小型衛星コ

ンステレーションの構築の進展や新たなセンサーの開発等

により、分解能（解像度）が高まると同時に、ビッグデー

タ処理、AI 等の技術が発展により、短時間かつ自動で宇宙

から地上にデータを届けながら、他の地上で得られるデー

タ等を組み合わせてより高度な解析を行うことができるよ

うになると言われている[5]。 

3. リモートセンシング技術に関する法的規制の現
状と今後について 

リモートセンシング技術の発展に伴い、更なる高解像度

化、分析の高度化が見込まれる中、現在の法的規制の枠組

を踏まえ、今後の技術の発展と安全保障への影響から法的

規制の変化の可能性について検討する。なお、リモートセ

ンシング技術に関しては、電波法、外国為替及び外国貿易

法、個人情報保護法、著作権法等の法律の適用も想定され

るが、以下では、紙面の都合上、衛星リモートセンシング

記録の適正な取扱いの確保に関する法律（以下「衛星リモ

セン法」という。）及び経済施策を一体的に講ずることに

よる安全保障の確保の推進に関する法律（以下「経済安全

保障推進法」という。）に限定して述べる。 

3.1 衛星リモセン法について 

2017 年、衛星リモセン法が施行された。同法は、人工衛

星の打上げ・管理について規定する宇宙活動法に加え、衛

星リモートセンシング（以下「衛星リモセン」という。）

データが国益を害するような利用をされた場合、安全保障

にとっての脅威となることから、衛星リモセンの民生・安

全保障のための利用を促進する観点と安全保障への脅威を

抑止するための管理の観点の均衡を考慮した法規制が必要

であるとの背景で成立した法律である[6]。 

同法では、①一定の分解能を有する衛星リモセン装置を

国内の操作用無線設備から操作する者は許可が必要となる

ほか、安全管理措置等の義務が課される（同法 4 条、6 条

等）。また、②一定の分解能以上の衛星リモセン記録につ

いて、原則として、許可を受けた衛星リモセン装置の使用

者、特定取扱機関（米国、カナダ、ドイツ、フランスの政

府機関（同法 2 条 7 号、同法施行令 2 条 1 項 2 号））、認

定を受けた衛星リモセン記録取扱者の間でのみ衛星リモセ

ン記録の提供が認められる。なお、このように衛星リモセ

ン記録の提供について個別に審査せず、認定制度に基づき、

一定の衛星リモセン記録について、認定取扱者の間でのみ

流通を認めるという仕組みは、他国と比較しても独自の制

度と言われる[7]。 

現状、上記①の許可数や、上記②の認定を受けた衛星リ

モセン記録取扱者数の利用実態は公表されていない。もっ

とも、宇宙基本計画工程においては、衛星リモセン法につ

いて、施行から約 5 年毎に施行状況について検討を加える

としており、直近では 2026年度に見直しが予定されている

[8]。今後、リモートセンシング技術の発展による安全保障

への影響度合の変化、及び、衛星リモセン法の施行状況の

実態を踏まえ、衛星リモセン法上の制度に変更が生じるこ

とも想定されるだろう。 

3.2 経済安全保障推進法について 

経済安全保障推進法では、①重要物資の安定的な供給の

確保に関する制度、②基幹インフラ役務の安定的な提供の

確保に関する制度、③先端的な重要技術の開発⽀援に関す

る制度、④特許出願の⾮公開に関する制度の４つの制度が

定められている。このうち、リモートセンシング技術が関

係するのは③及び④である。 

まず、上記③については、同法に基づく指定基金（同法

63 条 1 項）を用いて研究開発が行われる経済安全保障重要

技術育成プログラム（以下「K Program」という。）を通

じて開発支援が行われることになる。そして、リモートセ

ンシング技術については、例えば、継続的且つタイムリー

で解像度の高い観測を期待して、高高度無人機（HAPS）

による海洋状況把握技術の開発・実証が一つのプロジェク

トとなっている[9]。K Program では、研究開発成果につい
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ては、原則として公開されるが[10]、他方で、海外での懸

念海外での懸念用途への転用があり得る場合などにおいて、

関係行政機関等から、例外的に、研究成果を非公開として

扱うべきとの要請が行われた場合、協議会（同法 62条 1項、

63 条 4 項）において規約等に従って全ての参加者が納得す

る形で、速やかに結論を出すことが期待される[11]。その

ため、今後、リモートセンシング技術に関する KProgram

について、安全保障への影響の程度に鑑み、非公開となる

場合も想定されるであろう。 

また、特許出願の⾮公開に関する制度（上記④）は、特

許出願の明細書等に、公にすることで外部から行われる行

為により国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ

が大きい発明が記載されていた場合、出願公開、特許査定

及び拒絶査定の特許手続が留保される等の制度である。具

体的には、特許庁が、第一次的に、国際特許分類に基づい

て、公にすることにより外部から行われる行為によって国

家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発

明が含まれ得る技術の分野（以下「特定技術分野」という。

同法 65条 1項）に属する発明が記載されている出願を選別

して内閣府に出願書類を送付する。そして、内閣府が保全

審査の上、保全指定がなされた場合には、出願公開等の特

許手続が留保される等の対象となる。特定技術分野に該当

する国際特許分類は、経済安全保障推進法施行令 12条 1項

に定められているが、リモートセンシング技術が直接的に

該当する分野はない。そのため、筆者が J-PlatPat[12]にお

いて、全文検索で「衛星リモートセンシング」と検索した

際に表示される国内 61件の発明について、その国際特許分

類を確認したところ、特定技術分野に該当し得る国際特許

分類が付された発明は 1件（特開 2023-182042）のみであっ

た（表 1参照）。 

デュアルユース技術は、どのような技術が軍事転用され

るのか難しく、できるだけ特定技術分野に該当しないよう

に限定すべきという考え方が示されており[13]、今後もリ

モートセンシング技術が全面的に特定重要技術分野に該当

する可能性は低いのではないかと考えられるが、他方で、

リモートセンシング技術の発展に伴い、より軍事目的での

利用が可能となる技術にかかる発明については、特定技術

分野に該当する国際特許分類が付され、最終的に保全指定

がなされる場合もあるのではないかと考えられる。 

4. 総括 

リモートセンシング技術を始めとするデュアルユース技

術は、経済安全保障推進法のような広くの分野に敷衍的に

適用されうる法律のみならず、衛星リモセン法のように当

該技術特有の法律により、安全保障が図られることもある。

この点は、デュアルユース技術（特に、民生技術を軍事技

術に利用するスピンオンの技術）の各技術毎に、技術の発

展と安全保障の均衡を保つための法的制度のあり方が個別

具体的に異なってくるものと思われ、今後も各デュアルユ

ース技術の法的あり方の検討を継続する。 
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表 1 衛星リモセンの特定技術該分野当性 
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